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水質汚濁防止法（昭和 45 年法律第 138 号）［抜粋］ 

 

 （定義） 

第２条 

２ この法律において「特定施設」とは、次の各号のいずれかの要件を備える汚水又は

廃液を排出する施設で政令で定めるものをいう。 

 一 カドミウムその他の人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質として政令

で定める物質（以下「有害物質」という。）を含むこと。 

 二 化学的酸素要求量その他の水の汚染状態（熱によるものを含み、前号に規定する

物質によるものを除く。）を示す項目として政令で定める項目に関し、生活環境に

係る被害を生ずるおそれがある程度のものであること。 

６ この法律において「排出水」とは、特定施設（指定地域特定施設を含む。以下同じ。）

を設置する工場又は事業場（以下「特定事業場」という。）から公共用水域に排出され

る水をいう。 

 

 （排水基準） 

第３条 排水基準は、排出水の汚染状態（熱によるものを含む。以下同じ。）について、

環境省令で定める。 

２ 前項の排水基準は、有害物質による汚染状態にあっては、排出水に含まれる有害物

質の量について、有害物質の種類ごとに定める許容限度とし、その他の汚染状態にあ

っては、前条第２項第二号に規定する項目について、項目ごとに定める許容限度とす

る。 

３ 都道府県は、当該都道府県の区域に属する公共用水域のうちに、その自然的、社会

的条件から判断して、第１項の排水基準によっては人の健康を保護し、又は生活環境

を保全することが十分でないと認められる区域があるときは、その区域に排出される

排出水の汚染状態について、政令で定める基準に従い、条例で、同項の排水基準にか

えて適用すべき同項の排水基準で定める許容限度よりきびしい許容限度を定める排

水基準を定めることができる。 

４ 前項の条例においては、あわせて当該区域の範囲を明らかにしなければならない。 

５ 都道府県が第３項の規定により排水基準を定める場合には、当該都道府県知事は、

あらかじめ、環境大臣及び関係都道府県知事に通知しなければならない。 

 

 （排出水の排出の制限） 

第 12 条 排出水を排出する者は、その汚染状態が当該特定事業場の排水口において排

水基準に適合しない排出水を排出してはならない。 

２ 前項の規定は、一の施設が特定施設（指定地域特定施設を除く。以下この項におい

て同じ。）となった際現にその施設を設置している者（設置の工事をしている者を含

む。）の当該施設を設置している工場又は事業場から排出される水については、当該

施設が特定施設となった日から６月間（当該施設が政令で定める施設である場合にあ

っては、１年間）は、適用しない。ただし、当該施設が特定施設となった際既に当該
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工場又は事業場が特定事業場であるとき、及びその者に適用されている地方公共団体

の条例の規定で前項の規定に相当するものがあるとき（当該規定の違反行為に対する

処罰規定がないときを除く。）は、この限りでない。 

 

 

 


